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麦・大豆国産化プラン

産地名：野洲市

（作成主体：野洲市農業再生協議会）

別紙様式第１号別添
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１．麦・大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※ 課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

１）麦類（小麦・はだか麦）・大豆生産の現状と課題

①本地域は、認定農業者等の個別経営体と各集落に営農組織等が組織され、大型機械による機械化一貫体系を
確立するなど、農業の機械化と経営の合理化を推進し、水稲・麦類・大豆を中心とする土地利用型農業が展
開されている。

②麦類・大豆の作付面積は共に約６８０haで、近年、概ね横ばいからやや増加傾向で推移している。

③麦・大豆の栽培ほ場は、多くが水田転換畑であることから、排水対策が重要な課題である。

④特に麦類では、ほ場の土壌条件による排水性の違いがみられ、低収・低品質の地帯・生産者が散見される。

⑤大豆では、播種時期の降雨や生育期の台風の影響で、年次により収量・品質にばらつきがみられる。

⑥基本となる栽培技術を適期適正に実施するには、作業の省力化、効率化が求められるため、団地化や高性能
機械の整備、スマート農業技術の導入等が望まれる。

⑦実需者からは安定的な数量と均一な品質が求められており、作付拡大とともに収量および品質の高位安定化
が望まれている。
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１．麦・大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※ 課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

２）麦類（小麦・はだか麦）・大豆の課題解決に向けた取組方針

①水田をフル活用した２年３作（水稲→麦類＋大豆）または３年４作（水稲→水稲→麦類＋大豆）輪作体系として、
麦類・大豆の団地化による作付拡大および収量・品質向上を進める。

②麦類の品種については、小麦では、「農林61号」から「びわほなみ」への品種転換や「ミナミノカオリ」などパ
ン用小麦品種の実需が求める品種を選定し、推進する。

③大豆の品種については、豆腐加工適性の高い「フクユタカ」を主に推進するとともに、難裂莢性品種「ことゆた
かＡ１号」や一定需要が見込まれる「黒大豆」などの品種を組み合わせ、実需が求める品種を選定し、推進する。

④高性能農業機械等の整備やドローン、収量コンバインおよび可変施肥などのスマート農業技術の導入により、省
力・効率的で収益力の高い麦類・大豆生産に取り組む。

⑤基本技術の励行により収量・品質の向上を図る。

現状値（Ｒ５）麦類（田）373kg/10a、大豆171kg/10a。目標：麦類380kg/10a、大豆175kg/10a以上

排水対策：サブソイラなどによる心土破砕、明きょの設置等による排水向上。

土づくり：堆肥などの有機物の投入や土壌改良資材の施用による地力の向上。

適期適正播種：麦類では、適正な苗立ち数と生育量確保のための播種時期と播種量の実践。

大豆では、梅雨時期を考慮した播種準備。

適正施肥：麦類では、生育期間中の栄養状態の維持と穂数確保のための施肥の実施。
大豆では、初期生育と開花期の莢数確保のための施肥の実施。

病害虫・雑草防除：麦類では、赤かび病の適期防除および耕起前から生育期の時期に応じた除草剤散布。

大豆では、難防除雑草対策と、適期の病害虫防除。

適期収穫：収穫時の適正な子実水分の確認による収穫作業で品質を確保。
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１）販売に関する方針

①実需者が求める品種について、播種前契約に基づき計画的な作付を実施する。

②結び付きによる実需者への継続的な販売推進・計画販売により、安定供給に努める。

③作柄や品質など産地の状況について実需者と共有を図る。

２）産地と主な実需者の取扱量の現状と目標（Ｒ５）

２．産地と実需者との連携方針

※ 産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※ 麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。
※ 大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。

※ 産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。
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小麦

中心となる生産者 集荷業者 集荷業者 実需者
現状（Ｒ５産）

（ｋｇ）
目標（Ｒ９産）

（ｋｇ）
品種名

南櫻農業生産組合 JAレーク滋賀 ＪＡ全農しが 日清製粉(株）ほか 36,443 0 農林61号

南櫻農業生産組合 JAレーク滋賀 ＪＡ全農しが 日清製粉(株）ほか 0 45,480 びわほなみ

南櫻農業生産組合 JAレーク滋賀 ＪＡ全農しが 日清製粉(株）ほか 47,254 65,120 ミナミノカオリ



※ 産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。
※ 取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦・大豆の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割
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